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(57)【要約】
【課題】この発明は、ワイヤハーネスの分岐部を保護す
るとともに、繰り返し着脱できる分岐部保護具を提供す
ることを目的とする。
【解決手段】ワイヤハーネス１００の分岐部１３０を保
護する分岐部保護具１０に、分岐部１３０を包むように
折り畳んで保護する、屈曲性を有する保護シート１１と
、保護シート１１の内側面１１ｘ同士が対面するように
折り畳んだ状態において、保護シート１１が重なり合う
上部重合部分１１ｚａにおける一方側の上部重合部分１
１ｚａにおいて外側に突出するように設け、折り畳んだ
状態の他方側の上部重合部分１１ｚａの外側面１１ｙに
向かって折り返す折返し片１２と、折返し片１２と、他
方側の上部重合部分１１ｚａの外側面１１ｙとを、着脱
可能に接続固定する面ファスナ２０とを備えた。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤハーネスの分岐部を保護する分岐部保護具であって、
前記分岐部を包むように折り畳んで保護する、屈曲性を有する保護シートと、
該保護シートの折畳内側面同士が対面するように折り畳んだ状態において、該保護シート
が重なり合う重合部分における一方側の重合部分において外側に突出するように設け、折
り畳んだ状態の他方側の重合部分の折畳外側面に向かって折り返す折返し片と、
該折返し片と、他方側の重合部分の前記折畳外側面とを、着脱可能に接続固定する固定手
段とを備えた
分岐部保護具。
【請求項２】
　前記重合部分における少なくとも側部に、折り畳み方向に伸縮する伸縮部を備えた
請求項１に記載の分岐部保護具。
【請求項３】
　前記保護シートを、伸縮性及びクッション性を有する布帛で構成した
請求項１または２に記載の分岐部保護具。
【請求項４】
　前記固定手段を、面ファスナで構成した
請求項１乃至３のいずれかに記載の分岐部保護具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、自動車等の車両に配索されるワイヤハーネスの分岐部を保護する
分岐部保護具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等には、車両に搭載されている電子機器等の接続用にワイヤハーネスが車両各所
に配索されている。このワイヤハーネスは、予め設定された配索経路に応じた分岐形状に
設計され、車両へ取り付けられる。
【０００３】
　詳しくは、ワイヤハーネスの設計は、通常、開発の初期段階において、車両に配索され
る際に、車両を構成している部品と、ワイヤハーネスとが接触しないように設計する。
【０００４】
　しかしながら、車両を構成する多数の部品やワイヤハーネスの配置や形状の改良に伴う
変更等により、ワイヤハーネスを実際に配索すると、ワイヤハーネスと他の部品とが接触
することがある。そのため、上記接触によって、電線の保護能力が乏しいワイヤハーネス
の分岐部が破損しないように、分岐部を保護することが必要となる。
【０００５】
　このような分岐部を保護する分岐部保護具として、例えば、先行文献１では、分岐部に
対して片面に接着剤が塗布された方形状の樹脂製シート状保護具が提案されている。　
　この樹脂製シート状保護具は、分岐部を包むように折り畳み、接着固定して分岐部に固
定する構成であり、容易に分岐部を保護することができるとされている。
【０００６】
　しかし、上記樹脂製シート状保護具は、一度分岐部から外すと接着力が弱くなり、再度
装着することが困難になる。したがって、例えば、分岐部の分岐方向を調整するために一
旦取り外して付け直す等の繰り返し着脱することは不可能であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１３５１７３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、この発明は、ワイヤハーネスの分岐部を保護するとともに、繰り返し着脱でき
る分岐部保護具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明は、ワイヤハーネスの分岐部を保護する分岐部保護具であって、前記分岐部を
包むように折り畳んで保護する、屈曲性を有する保護シートと、該保護シートの折畳内側
面同士が対面するように折り畳んだ状態において、該保護シートが重なり合う重合部分に
おける一方側の重合部分において外側に突出するように設け、折り畳んだ状態の他方側の
重合部分の折畳外側面に向かって折り返す折返し片と、該折返し片と、他方側の重合部分
の前記折畳外側面とを、着脱可能に接続固定する固定手段とを備えたことを特徴とする。
【００１０】
　上記固定手段は、ボタンホック、フック、ボタンあるいは面ファスナ等の固定手段で構
成することができる。　
　上記重合部分は、折り畳んだ状態において、該保護シートが直接重なり合う重合部分、
あるいは、前記分岐部を包むように折り畳んだ状態においてワイヤハーネスを挟んで間接
的に重なり合う重合部分とすることができる。
【００１１】
　上述の保護シートの重合部分において外側に突出するように設けた折返し片は、保護シ
ートの外縁から面内方向外側に突出するように設けた折返し片とすることができる。
【００１２】
　したがって、上述の折り畳んだ状態の他方側の重合部分の折畳外側面に向かって折り返
す折返し片は、該保護シートが直接重なり合う重合部分、あるいは、間接的に重なり合う
重合部分に対して、重合部分の一部とともに折り返すこと、あるいは、折り返し片単独で
折り返すことを含む概念となる。
【００１３】
　この発明により、ワイヤハーネスの分岐部に対して繰り返し着脱可能に装着し、分岐部
を保護することができる。　
　詳しくは、屈曲性を有する保護シートを折り畳んで分岐部を包むように保護することが
できる。
【００１４】
　なお、間接的に重なり合う重合部分に対して、重合部分の一部とともに折返し片を折り
返す場合、ワイヤハーネスの分岐部における分岐幹線に対して重合部が密着する態様で装
着することができるため、分岐部に対する保護性能を向上することができる。
【００１５】
　また、折り畳んだ状態における該保護シートの重合部分における一方側の重合部分にお
いて、外側に突出するように設けられた折返し片を、折り畳み状態の他方側の重合部分の
折畳外側面に向かって折り返し、固定手段によって、他方側の重合部分の折畳外側面と折
返し片とを、着脱可能に接続固定することができる。したがって、重合部分の折畳外側面
と折返し片との接続固定を容易に着脱することができ、繰り返して、分岐部保護具を分岐
部に装着することができる。
【００１６】
　さらにまた、例えば、ワイヤハーネス等の振動により、重合部分同士が離れる方向の外
力が作用した場合であっても、単に、重合部分の対向面同士を接続固定する構成に比べて
、折り返した折返し片と、他方側の重合部分の折畳外側面とを接続固定しているため、つ
まり重合部分が離れる方向の外側である他方側の重合部分の折畳外側面において、他方側
の重合部分と折返し片とを接続固定しているため、上記外力に対する固定保持性能が高い
。したがって、分岐部に対する装着安定性の高い分岐部保護具を構成することができる。
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【００１７】
　この発明の態様として、前記重合部分における少なくとも側部に、折り畳み方向に伸縮
する伸縮部を備えることができる。　
　上記折り畳み方向は、換言すると、ワイヤハーネスの外周を包み込む方向であり、折り
畳んだ重合部における側部に沿った方向とすることができる。
【００１８】
　この発明により、様々な径のワイヤハーネスに対しても、確実に装着することができる
。詳しくは、様々な径のワイヤハーネスに対しても、折り畳み状態で伸縮部が径に応じて
伸縮するため、ワイヤハーネスの外周に側部を密着させて確実に装着することができる。
【００１９】
　また、この発明の態様として、前記保護シートを、伸縮性及びクッション性を有する布
帛で構成することができる。　
　上記伸縮性及びクッション性を有する布帛は、例えば、メリヤス布、コーデュロイ、ス
エード、ストレッチブロード等の伸縮性及びクッション性を有する布帛とすることができ
る。
【００２０】
　この発明により、分岐部の形状に沿って装着して、分岐部をより確実に保護することが
できる。詳しくは、保護シートは伸縮性を有するため、前記保護シートを引き伸ばしなが
ら前記分岐部に装着することにより、前記分岐部保護具を前記分岐部に強固に装着するこ
とができる。したがって、前記分岐部保護具の装着位置が振動等により、ずれることを防
止できる。
【００２１】
　また、保護シートは、伸縮性に加えて、クッション性を有するため、装着状態において
、例えば分岐部と、車両の構成部品等とが接触した場合であっても、接触による衝撃を吸
収することができる。したがって、分岐部保護具による分岐部の保護性能を向上するとと
もに、接触によって生じる接触音を低減することができる。
【００２２】
　またこの発明の態様として、前記固定手段を、面ファスナで構成することができる。　
　この発明より、より簡単に着脱可能な固定手段を構成することができる。詳しくは、ボ
タンホック等の固定手段に比べ、面ファスナは係着位置を調整できるため、様々な径のワ
イヤハーネスであっても、分岐部保護具を容易且つ確実に分岐部に装着することができる
。
【００２３】
　また、例えば、ボタンホック等の変形性を有さない固定手段である場合、保護シートが
屈曲しても、変形しない固定手段によって、分岐部と保護シートとの間に隙間が生じるが
、一般的に面ファスナ自体に変形性を有するため、保護シートを分岐部に密着させること
ができ、分岐部を保護することができる。また、面ファスナは容易に着脱できるため、容
易に密着させて、保護シートで分岐部を保護することができる。　
　さらにまた、面ファスナの係着面積を調整することで容易に固定力を調整できるため、
所望の固定力を容易に得ることができる。
【発明の効果】
【００２４】
　この発明により、ワイヤハーネスの分岐部を保護するとともに、繰り返し着脱できる分
岐部保護具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】分岐部保護具の説明図。
【図２】分岐部への分岐部保護具の装着方法についての説明図。
【図３】分岐部への分岐部保護具の装着状態についての説明図。
【図４】第２実施形態の分岐部保護具の説明図。
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【発明を実施するための形態】
【００２６】
　この発明の本実施形態を以下図面と共に説明する。　
　図１は分岐部保護具１０の説明図を示し、図２は分岐部１３０への分岐部保護具１０の
装着方法についての説明図を示し、図３は分岐部１３０への分岐部保護具１０の装着状態
についての説明図を示している。
【００２７】
　詳しくは、図１（ａ）は分岐部保護具１０の正面図を示し、図１（ｂ）は分岐部保護具
１０の背面図を示し、図２（ａ）は折り畳み前の分岐部保護具１０についての正面図を示
し、図２（ｂ）は分岐部保護具１０を折り畳んだ状態の正面図を示している。さらに、図
３（ａ）は上部重合部分１１ｚａの一部とともに折返し片１２を折り返して保護シート１
１を固定した状態の正面図を示し、図３（ｂ）は図３（ａ）におけるＡ－Ａ断面図、図３
（ｃ）は図３（ａ）におけるＢ－Ｂ断面図を示している。なお、図１（ａ）に示すように
、折り畳み状態における保護シート１１の内側となる折畳内側面（以下において、内側面
１１ｘとする）を正面とし、逆に、図１（ｂ）に示すように、折り畳み状態における保護
シート１１の外側となる折畳外側面（以下において、外側面１１ｙとする）を背面として
いる。
【００２８】
　分岐部保護具１０は、図１に示すように、保護シート１１と、折返し片１２とで構成し
ている。　
　詳しくは、保護シート１１は、長辺１１ａと短辺１１ｂとで構成する正面視縦長の長方
形状であり、伸縮性及びクッション性を有する布帛で構成している。　
　さらに、長辺１１ａの中間部分には、長辺１１ａの長さ方向に伸縮可能なサイドギャザ
１３を形成している。
【００２９】
　折返し片１２は、正面視縦長の長方形状である保護シート１１の長辺１１ａのうち、一
方の短辺１１ｂから所定間隔を隔てた内側において、長辺１１ａから幅方向外側に突出す
る態様の帯状の布帛で構成している。　
　そして、折返し片１２の正面及び保護シート１１の背面には、固定手段である面ファス
ナ２０（２０ａ，２０ｂ）を備えている。
【００３０】
　詳しくは、折返し片１２の正面、つまり保護シート１１の内側面１１ｘと同じ面側に鉤
状面ファスナ２０ａを備えている。そして、保護シート１１の背面、つまり外側面１１ｙ
において、折返し片１２と遠い側の短辺１１ｂに近い部分に、折返し片１２の接合を許容
するループ状面ファスナ２０ｂを備えている。
【００３１】
　なお、ループ状面ファスナ２０ｂは、保護シート１１の長辺１１ａの半分程度の長さと
、保護シート１１の短辺１１ｂと略同じ長さで構成する正面視略正方形状の面状に形成し
、保護シート１１の外側面１１ｙにおける折返し片１２と反対側の半面部分に配置してい
る。　
　上述のように構成しているため、分岐部保護具１０は、全体的に変形性を有している。
【００３２】
　このように構成した分岐部保護具１０を、ワイヤハーネス１００の分岐部１３０に装着
する装着方法について、以下で説明する。　
　分岐部保護具１０で分岐部１３０を保護するワイヤハーネス１００は、多数の被覆電線
１０１をビニルテープ等の結束部材（図示省略）で束ねて一体化し、図２（ａ）に示すよ
うに、直線状に延びる主幹線１１０と分岐幹線１２０とでＴ字状に分岐する分岐部１３０
を構成している。なお、本明細書において、図２を正面視したときの分岐部１３０の左側
角部を１３０Ｌとし、右側角部を１３０Ｒとして説明する。
【００３３】
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　まず、分岐部保護具１０を分岐部１３０に装着して保護するためには、図２（ａ）に示
すように、保護シート１１で分岐部１３０を跨ぐとともに、保護シート１１の内側面１１
ｘがワイヤハーネス１００に対向するように、分岐部保護具１０をワイヤハーネス１００
に対して配置する。
【００３４】
　このとき、折返し片１２が左角部１３０Ｌ，右角部１３０Ｒの側となるように分岐部保
護具１０を配置する。さらには、後述するように、保護シート１１を折畳ラインＬで折り
畳んだ際に、保護シート１１の長さ方向において、保護シート１１同士が重ね合わる重合
部分１１ｚの短辺１１ｂ同士が重なるように、主幹線１１０に対して配置する。
【００３５】
　なお、折返し片１２が左角部１３０Ｌ，右角部１３０Ｒの側とは反対側となすようにと
なるように分岐部保護具１０を配置しても良いが、後述するように、折り畳んだ後、折返
し片１２を折り返してループ状面ファスナ２０ｂと接続固定する際の作業が裏面側となる
ため、上述のように、折返し片１２が左角部１３０Ｌ，右角部１３０Ｒの側となるように
分岐部保護具１０を配置することが好ましい。
【００３６】
　次に、図２（ｂ）に示すように、分岐部１３０を包むように保護シート１１を折畳ライ
ンＬで折り畳む。なお、この折り畳み状態において、保護シート１１の長さ方向において
、保護シート１１同士が直接重ね合わる部分を上部重合部分１１ｚａとし、これに対し、
主幹線１１０の外周を包み、主幹線１１０を介して間接的に重なる部分を下部重合部分１
１ｚｂとしている。
【００３７】
　そして、この折り畳み状態において、折り畳まれた保護シート１１のうちループ状面フ
ァスナ２０ｂを備えた側の下部重合部分１１ｚｂの外側面１１ｙに対して、図３（ａ）に
おける矢印で示すように、折返し片１２とともに、上部重合部分１１ｚａを斜め内側方向
に折り返し、折返し片１２の鉤状面ファスナ２０ａと、下部重合部分１１ｚｂのループ状
面ファスナ２０ｂとを接続固定する。つまり、あたかもおむつを装着するようにして分岐
部保護具１０を分岐部１３０に装着する。これにより、図３（ａ）乃至（ｃ）に示すよう
に、分岐部１３０に対する分岐部保護具１０の装着は完了する。
【００３８】
　なお、保護シート１１を折畳ラインＬで折り畳む際、少し保護シート１１に引っ張り力
を作用させながら折り畳み、その状態で上部重合部分１１ｚａとともに斜め内側に折り返
した折返し片１２の鉤状面ファスナ２０ａと、保護シート１１のうち下部重合部分１１ｚ
ｂの外側面１１ｙに備えたループ状面ファスナ２０ｂとを係着させることにより、分岐部
１３０により密着させて分岐部保護具１０を装着することができる。
【００３９】
　このように構成され、上述の装着方法で分岐部１３０に装着された分岐部保護具１０は
、ワイヤハーネス１００の分岐部１３０に対して繰り返し着脱可能に装着し、屈曲性を有
する保護シート１１で、折り畳んで分岐部１３０を包むように保護することができる。
【００４０】
　また、折り畳んだ状態における保護シート１１の一方側の上部重合部分１１ｚａにおい
て外側に突出するように設けられた折返し片１２を、折り畳み状態の他方側の下部重合部
分１１ｚｂの外側面１１ｙに向かって、上部重合部分１１ｚａの一部とともに斜め内側に
折り返し、面ファスナ２０によって、他方側の下部重合部分１１ｚｂの外側面１１ｙと、
折返し片１２とを、着脱可能に接続固定することができる。
【００４１】
　したがって、下部重合部分１１ｚｂの外側面１１ｙと折返し片１２との接続固定を容易
に着脱して、繰り返して、分岐部保護具１０を分岐部１３０に装着することができる。
【００４２】
　さらにまた、例えば、ワイヤハーネス１００等の振動により、上部重合部分１１ｚａ同
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士が離れる方向の外力が作用した場合であっても、単に、上部重合部分１１ｚａの対向面
同士である内側面１１ｘ同士を接続固定する構成に比べて、他方側の下部重合部分１１ｚ
ｂの外側面１１ｙと、上部重合部分１１ｚａとともに斜め内側に折り返した折返し片１２
とを接続固定しているため、つまり上部重合部分１１ｚａが離れる方向の外側である他方
側の下部重合部分１１ｚｂの外側面１１ｙにおいて、他方側の下部重合部分１１ｚｂと折
返し片１２とを接続固定しているため、上記外力に対する固定保持性能が高い。したがっ
て、分岐部１３０に対する装着安定性の高い分岐部保護具１０を構成することができる。
【００４３】
　また、折り畳んだ状態における保護シート１１の一方側の上部重合部分１１ｚａにおい
て外側に突出するように設けられた折返し片１２を、折り畳み状態の他方側の下部重合部
分１１ｚｂの外側面１１ｙに向かって、上部重合部分１１ｚａの一部とともに斜め内側に
折り返し、面ファスナ２０によって、他方側の下部重合部分１１ｚｂの外側面１１ｙと、
折返し片１２とを、着脱可能に接続固定するため、分岐部１３０を構成する分岐幹線１２
０に対して、上部重合部分１１ｚａが密着する態様で分岐部保護具１０を装着することが
できるため、分岐部１３０に対する保護性能を向上することができる。
【００４４】
　また、保護シート１１の長辺１１ａの中間部分に、長辺１１ａの方向に伸縮するサイド
ギャザ１３を備えたことにより、様々な径のワイヤハーネス１００に対しても、折り畳み
状態でサイドギャザ１３が径に応じて伸縮するため、ワイヤハーネス１００の外周に、保
護シート１１の長辺１１ａを密着させて確実に装着することができる。
【００４５】
　また、保護シート１１を、伸縮性及びクッション性を有する布帛で構成したことにより
、分岐部１３０の形状に沿って装着して、分岐部１３０をより確実に保護することができ
る。詳しくは、保護シート１１は伸縮性を有するため、保護シート１１を引き伸ばしなが
ら分岐部１３０に装着することにより、分岐部保護具１０を分岐部１３０に強固に装着す
ることができる。したがって、分岐部保護具１０の装着位置が振動等によりずれることを
防止できる。
【００４６】
　また、保護シート１１は、伸縮性に加えてクッション性を有するため、装着状態におい
て、例えば分岐部１３０と、車両の構成部品等とが接触した場合であっても、接触による
衝撃を吸収することができる。したがって、分岐部保護具１０による分岐部１３０の保護
性能を向上するとともに、接触によって生じる接触音を低減することができる。
【００４７】
　また、分岐部保護具１０は折り畳み状態を、折返し片１２に備えた鉤状面ファスナ２０
ａと、保護シート１１における下部重合部分１１ｚｂの外側面１１ｙに備えたループ状面
ファスナ２０ｂとを係着させるため、より簡単に着脱可能な面ファスナ２０を構成するこ
とができる。
【００４８】
　詳しくは、ループ状面ファスナ２０ｂを、保護シート１１の長辺１１ａの半分程度の長
さと、保護シート１１の短辺１１ｂと略同じ長さで構成する正面視略正方形状の面状に形
成し、保護シート１１の外側面１１ｙにおける折返し片１２と反対側の半面部分に配置す
るとともに、上部重合部分１１ｚａの一部とともに折返し片１２とを斜め内側に折り返し
たことにより、ループ状面ファスナ２０ｂに対する鉤状面ファスナ２０ａの係着位置を調
整でき、様々な径のワイヤハーネスであっても、分岐部保護具１０を容易且つ確実に分岐
部１３０に装着することができる。
【００４９】
　また、例えば、ボタンホック等の変形性を有さない固定手段である場合、保護シート１
１が屈曲しても、変形しない固定手段によって、分岐部１３０と保護シート１１との間に
隙間が生じる。これに対し、面ファスナ２０は、それ自体に変形性を有するため、保護シ
ート１１を分岐部１３０に密着させて、分岐部１３０を保護することができる。また、面
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ファスナ２０は容易に着脱できるため、保護シート１１を分岐部１３０に対して容易に密
着させて、分岐部１３０を保護することができる。　
　また、面ファスナ２０の係着面積を調整することで容易に固定力を調整できるため、所
望の固定力を容易に得ることができる。
【００５０】
　この発明の構成と、上述の本実施形態との対応において、
この発明の固定手段及び面ファスナは、面ファスナ２０，鉤状面ファスナ２０ａ，ループ
状面ファスナ２０ｂに対応し、
以下同様に、
重合部分は、重合部分１１ｚ，上部重合部分１１ｚａあるいは下部重合部分１１ｚｂに対
応し、
折畳内側面は、内側面１１ｘに対応し、
折畳外側面は、外側面１１ｙに対応し、
伸縮部は、サイドギャザ１３に対応するも
この発明は、上述の本実施形態の構成のみに限定されるものではなく、多くの実施の形態
を得ることができる。
【００５１】
　例えば、上述の説明においては、主幹線１１０に対して分岐幹線１２０がＴ字状に分岐
した分岐部１３０に分岐部保護具１０を装着したが、主幹線１１０に対して分岐幹線１２
０が斜め交差方向に分岐した分岐部であっても、あるいはＹ字状の分岐部であっても、上
述の構成を備えた分岐部保護具１０を、上述の装着方法で装着することによって、上述の
効果を得ることができる。さらには、２本の分岐幹線１２０が主幹線１１０に対して略Ｔ
字状に分岐する分岐部であっても、同様の効果を奏することができる。
【００５２】
　さらには、上述の説明の分岐部保護具１０は、保護シート１１の長辺１１ａから側方に
突出する折返し片１２を備えていたが、第２の実施形態の説明図である図４に示すように
、長辺１１ａから側方に突出する折返し片１２に加えて、短辺１１ｂから外側に突出する
２本の折返し片１２ａを備えてもよい。これにより、上述の分岐部保護具１０における折
返し片１２に加えて、分岐幹線１２０の側部で、折返し片１２と同様に、他方の保護シー
ト１１の上部重合部分１１ｚａの外側面１１ｙに対して、面ファスナ２０で着脱自在に接
合固定することができるため、分岐部１３０に対する分岐部保護具１０のホールド性を向
上することができる。
【００５３】
　詳しくは、短辺１１ｂから外側に突出する態様で２本の折返し片１２ａを備え、２本の
折返し片１２ａを、分岐幹線１２０の両際で折り返して、他方側の上部重合部分１１ｚａ
の外側面１１ｙに配置したループ状面ファスナ２０ｂに対して接続固定するため、上述の
上部重合部分１１ｚａの一部ととともに折返し片１２を斜め内側方向に折り返した状態と
同様に、分岐幹線１２０に対する密着性を有した装着状態を実現することができる。
【００５４】
　さらに、２本の折返し片１２ａのうち一方を保護シート１１の上部重合部分１１ｚａの
うちの一方に備え、他方の折返し片１２ａを保護シート１１の上部重合部分１１ｚａの他
方に備えてもよい。これにより、折返し片１２ａの折り返し方向が異なるため、折返し片
１２ａによる固定力、すなわちホールド性を向上することができる。
【００５５】
　また、折り返す側の保護シート１１の幅方向中央付近に、短辺１１ｂから折畳ラインＬ
付近まで伸びるスリットを形成することで、上述のような主幹線１１０と分岐幹線１２０
とで構成するＴ字状の分岐部のみならず、十字状の分岐部に装着することができる。この
場合、装着後にスリットを塞ぐ面ファスナ等を設けてもよい。
【符号の説明】
【００５６】
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１０…分岐部保護具
１１…保護シート
１１ｘ…内側面
１１ｙ…外側面
１１ｚ…重合部分
１１ｚａ…上部重合部分
１１ｚｂ…下部重合部分
１２，１２ａ…折返し片
１３…サイドギャザ
２０…面ファスナ
２０ａ…鉤状面ファスナ
２０ｂ…ループ状面ファスナ
１００…ワイヤハーネス
１３０…分岐部

【図１】 【図２】



(10) JP 2012-196037 A 2012.10.11

【図３】 【図４】



(11) JP 2012-196037 A 2012.10.11

10

フロントページの続き

(72)発明者  石井　康展
            滋賀県犬上郡甲良町尼子１０００番地　古河ＡＳ株式会社内
(72)発明者  瀬尾　浩史
            滋賀県犬上郡甲良町尼子１０００番地　古河ＡＳ株式会社内
(72)発明者  後藤　安伸
            滋賀県犬上郡甲良町尼子１０００番地　古河ＡＳ株式会社内
(72)発明者  古畑　名穂子
            滋賀県犬上郡甲良町尼子１０００番地　古河ＡＳ株式会社内
Ｆターム(参考) 5G357 DA06  DB03  DC12  DD01  DD20 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

